
電気用品名・基準番号対応表（特定外）（例） 別表第十二2025年8月31日版反映済（第122回本委員会までの承認分）+ 第124回本委員会までの一部承認分

② 特定電気用品以外の電気用品（３４１品目） 更新箇所：水色セル

特/外
電気用品の区分

引用される
別表番号

品番 電気用品名 基準番号 本文 タイトル タイトル2 有効期限 備考

特外 ゴム系絶縁電線類 第一 1 J60245-4(2021) JIS C 3663-4:2021 定格電圧４５０／７５０Ｖ以下のゴム絶縁ケーブル 第４部：コード及び可とうケーブル 標準断面積だけが適用できる。

特外 J71001(2019) JIS C 3010:2019 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

特外 2 電気温床線（ゴムのもの） J71001(2019) JIS C 3010:2019 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

特外 合成樹脂系絶縁電線類 第一 3 蛍光灯電線（合成樹脂のもの） J71001(2019) JIS C 3010:2019 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

特外 4 ネオン電線（合成樹脂のもの） J71001(2019) JIS C 3010:2019 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

特外 5 J60227-4(H20) JIS C 3662-4:2003 定格電圧４５０／７５０Ｖ以下の塩化ビニル絶縁ケー
ブル

第４部：固定配線用シース付きケーブル 標準断面積だけが適用できる。

特外 J60502-1(2021) JIS C 3667:2021 定格電圧１ｋＶ～３０ｋＶの押出絶縁電力ケーブル
及びその附属品

定格電圧０．６／１ｋＶのケーブル 標準断面積だけが適用できる。

特外 J71001(2019) JIS C 3010:2019 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

特外 6 電気温床線（合成樹脂のもの） J71001(2019) JIS C 3010:2019 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

特外 金属製電線管類及び
付属品

7 金属製の電線管 J61386-21(2019) JIS C 8461-21:2019 電線管システム 第２１部：剛性（硬質）電線管システムの個別要求事項

特外 8 一種金属製可撓電線管 J61386-22(2019) JIS C 8461-22:2019 電線管システム 第２２部：プライアブル電線管システムの個別要求事項

特外 9 二種金属製可撓電線管 J61386-22(2019) JIS C 8461-22:2019 電線管システム 第２２部：プライアブル電線管システムの個別要求事項

特外 10 J61386-22(2019) JIS C 8461-22:2019 電線管システム 第２２部：プライアブル電線管システムの個別要求事項 22よりも23の方が柔らかい

特外 J61386-23(2019) JIS C 8461-23:2019 電線管システム 第２３部：プライアブル電線管システムの個別要求事項

特外 11 金属製のフロアダクト －

特外 12 J61084-2-1(H14) JIS C 8471-2-1:2000 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティング
システム

第２－１部：壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブル
トランキング及びダクティングシステムの個別要求事項

2026年(R8)4月30日まで有効

特外 J61084-2-1(2023) JIS C 8471-2-1:2022 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティング
システム

第２－１部：壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブル
トランキング及びダクティングシステムの個別要求事項

特外 J61084-3-1(H30) JIS C 8471-3-1:2017 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティング
システム

第３－１部：金属製線ぴ，金属製線ぴ用附属品及び金属製線
ぴ用ボックスの個別要求事項

2026年(R8)4月30日まで有効 在来工事用

特外 13 J61084-2-1(H14) JIS C 8471-2-1:2000 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティング
システム

第２－１部：壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブル
トランキング及びダクティングシステムの個別要求事項

2026年(R8)4月30日まで有効

特外 J61084-2-1(2023) JIS C 8471-2-1:2022 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティング
システム

第２－１部：壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブル
トランキング及びダクティングシステムの個別要求事項

特外 J61084-3-1(H30) JIS C 8471-3-1:2017 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティング
システム

第３－１部：金属製線ぴ，金属製線ぴ用附属品及び金属製線
ぴ用ボックスの個別要求事項

2026年(R8)4月30日まで有効 在来工事用

特外 14 J61084-2-1(H14) JIS C 8471-2-1:2000 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティング
システム

第２－１部：壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブル
トランキング及びダクティングシステムの個別要求事項

2026年(R8)4月30日まで有効

特外 J61084-2-1(2023) JIS C 8471-2-1:2022 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティング
システム

第２－１部：壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブル
トランキング及びダクティングシステムの個別要求事項

特外 J61084-3-1(H30) JIS C 8471-3-1:2017 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティング
システム

第３－１部：金属製線ぴ，金属製線ぴ用附属品及び金属製線
ぴ用ボックスの個別要求事項

2026年(R8)4月30日まで有効

特外 J61386-21(2019) JIS C 8461-21:2019 電線管システム 第２１部：剛性（硬質）電線管システムの個別要求事項

特外 J61386-22(2019) JIS C 8461-22:2019 電線管システム 第２２部：プライアブル電線管システムの個別要求事項

特外 J61386-23(2019) JIS C 8461-23:2019 電線管システム 第２３部：プライアブル電線管システムの個別要求事項

特外 15 J61084-2-1(H14) JIS C 8471-2-1:2000 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティング
システム

第２－１部：壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブル
トランキング及びダクティングシステムの個別要求事項

2026年(R8)4月30日まで有効

特外 J61084-2-1(2023) JIS C 8471-2-1:2022 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティング
システム

第２－１部：壁及び天井に取り付けることを目的とするケーブル
トランキング及びダクティングシステムの個別要求事項

特外 J61084-3-1(H30) JIS C 8471-3-1:2017 電気設備用ケーブルトランキング及びダクティング
システム

第３－１部：金属製線ぴ，金属製線ぴ用附属品及び金属製線
ぴ用ボックスの個別要求事項

2026年(R8)4月30日まで有効

金属製のノーマルベンド

ケーブル(導体の断面積が22mm2

を超え、100mm2以下、線心が7
本以下及び外装がゴムのもの)

ケーブル(導体の断面積が22mm2

を超え、100mm2以下、線心が7
本以下及び外装が合成樹脂のも
の)（合成樹脂のもの）

その他の金属製可撓電線管

一種金属製線樋

二種金属製線樋

金属製のカップリング
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特/外
電気用品の区分

引用される
別表番号

品番 電気用品名 基準番号 本文 タイトル タイトル2 有効期限 備考

特外 J60335-2-39(2024) JIS C 9335-2-39:2019
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－３９部：業務用多目的調理鍋の個別要求事項 2028年(R10)1月31日まで有効 業務用多目的なべ

J60335-2-39(2025) JIS C 9335-2-39:2024 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－３９部：業務用多目的調理鍋の個別要求事項 業務用多目的なべ

J60335-2-47(2024) JIS C 9335-2-47:2019
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－４７部：業務用電気煮炊き鍋の個別要求事項 2028年(R10)1月31日まで有効 業務用

J60335-2-47(2025) JIS C 9335-2-47:2024 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－４７部：業務用電気煮炊き鍋の個別要求事項 業務用

特外 99 J60335-2-13(2024) JIS C 9335-2-13:2021
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－１３部：深めのフライ鍋、フライパン及びこれに類する機器
の個別要求事項

家庭用

特外 J60335-2-37(2024) JIS C 9335-2-37:2019
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－３７部：業務用フライヤの個別要求事項 2028年(R10)1月31日まで有効 業務用

特外 J60335-2-37(2025) JIS C 9335-2-37:2024 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－３７部：業務用フライヤの個別要求事項 業務用

特外 100 電気卵ゆで器 J60335-2-15(2024) JIS C 9335-2-15:2021
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－１５部：液体加熱機器の個別要求事項 家庭用

特外 101 電気保温盆 J60335-2-12(H20) JIS C 9335-2-12:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－１２部：ウォームプレート及びこれに類する機器の個別要
求事項

特外 102 電気加温台 J60335-2-12(H20) JIS C 9335-2-12:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－１２部：ウォームプレート及びこれに類する機器の個別要
求事項

特外 103 電気牛乳沸器 J60335-2-15(2024) JIS C 9335-2-15:2021
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－１５部：液体加熱機器の個別要求事項

特外 104 電気湯沸器 J60335-2-15(2024) JIS C 9335-2-15:2021
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－１５部：液体加熱機器の個別要求事項

特外 105 J60335-2-15(2024) JIS C 9335-2-15:2021
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－１５部：液体加熱機器の個別要求事項 家庭用

特外 J60335-2-75(2024) JIS C 9335-2-75:2016
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－７５部：業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求
事項

ディスペンサー

特外 106 J60335-2-15(2024) JIS C 9335-2-15:2021
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－１５部：液体加熱機器の個別要求事項 家庭用

特外 J60335-2-75(2024) JIS C 9335-2-75:2016
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－７５部：業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求
事項

ディスペンサー

特外 107 J60335-2-15(2024) JIS C 9335-2-15:2021+
追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－１５部：液体加熱機器の個別要求事項 家庭用

特外 J60335-2-75(2024) JIS C 9335-2-75:2016
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－７５部：業務用ディスペンサ及び自動販売機の個別要求
事項

ディスペンサー

特外 108 J60335-2-15(2024) JIS C 9335-2-15:2021
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－１５部：液体加熱機器の個別要求事項 家庭用

特外 J60335-2-50(2024) JIS C 9335-2-50:2019
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－５０部：業務用湯せん器の個別要求事項 2028年(R10)1月31日まで有効 業務用

特外 J60335-2-50(2025) JIS C 9335-2-50:2024 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－５０部：業務用湯せん器の個別要求事項 業務用

特外 109 J60335-2-15(2024) JIS C 9335-2-15:2021
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－１５部：液体加熱機器の個別要求事項

J60335-2-42(2024) JIS C 9335-2-42:2019
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－４２部：業務用コンベクションオーブン，蒸し器及びスチー
ムコンベクションオーブンの個別要求事項

2028年(R10)1月31日まで有効 業務用

J60335-2-42(2025) JIS C 9335-2-42:2024 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－４２部：業務用コンベクションオーブン、蒸し器及びスチー
ムコンベクションオーブンの個別要求事項

業務用

特外 110 J60335-2-6(2024) JIS C 9335-2-6:2019
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－６部：据置形クッキングレンジ，ホブ，オーブン及びこれら
に類する機器の個別要求事項

特外 J60335-2-9(2024) JIS C 9335-2-9:2017
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－９部：可搬形ホブ、オーブン、トースタ及びこれらに類する
機器の個別要求事項

可搬形

J60335-2-36(2024) JIS C 9335-2-36:2019
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－３６部：業務用電気レンジ，オーブン，こんろ及びこんろ
部の個別要求事項

2028年(R10)1月31日まで有効 業務用

J60335-2-36(2025) JIS C 9335-2-36:2024 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－３６部：業務用電気レンジ、オーブン、こんろ及びこんろ
部の個別要求事項

業務用

特外 111 J60335-2-6(2024) JIS C 9335-2-6:2019
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－６部：据置形クッキングレンジ，ホブ，オーブン及びこれら
に類する機器の個別要求事項

いずれも据置形機器に限る

特外 J60335-2-9(2024) JIS C 9335-2-9:2017
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－９部：可搬形ホブ、オーブン、トースタ及びこれらに類する
機器の個別要求事項

家庭用・可搬形

J60335-2-15(2024) JIS C 9335-2-15:2021+
追補 1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－１５部：液体加熱機器の個別要求事項 煮炊きするもの

J60335-2-48(2024) JIS C 9335-2-48:2019
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－４８部：業務用グリル及びトースタの個別要求事項 2028年(R10)1月31日まで有効 業務用グリル

J60335-2-48(2025) JIS C 9335-2-48:2024 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－４８部：業務用グリル及びトースタの個別要求事項 業務用グリル

特外 J60335-2-78(H20) JIS C 9335-2-78:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－７８部：屋外用バーベキュー台の個別要求事項 バーベキュー台

特外 112 ひげそり用湯沸器 J60335-2-15(2024) JIS C 9335-2-15:2021
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－１５部：液体加熱機器の個別要求事項

特外 113 電気髪ごて J60335-2-23(2024) JIS C 9335-2-23:2017
+追補1(2023)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 第２－２３部：スキンケア又はヘアケア用機器の個別要

求事項

その他の調理用電熱器具

電気コーヒー沸器

電気茶沸器

電気酒かん器

電気湯せん器

電気蒸し器

電磁誘導加熱式調理器

電気フライヤー
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